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1． 本調査の概要 

本調査は、白煙排出実験期間（平成 22 年 12 月 2 日～22 日）中の煙突からの排出ガス中の大気汚染

物質や臭気の状況等を把握するものである。 

本調査の概要は表-1 に示すとおりであり、白煙排出実験期間（平成 22 年 12 月 2 日～22 日）中に 3

回測定を行った。なお、臭気調査項目については、通常稼動時（白煙停止時）の定期測定を実施して

いないことから、通常稼動時（白煙停止時）の臭気の状況を把握するため、白煙排出実験前にも同様

の測定を 3 回実施した。 

 

表-1 本調査の概要 

調査項目 調査実施日 調査対象煙突

硫黄酸化物（SOx） 

ばいじん 

窒素酸化物（NOx） 

塩化水素（HCl） 

一酸化炭素（CO） 

大 気 汚
染物質 

ダ イ オ キ シ ン 類
（DXN） 

＜実験期間中＞ 
平成 22 年 12 月  6 日

（月） 
12 月 10 日（金）
12 月 15 日（水）

２号炉系煙突 
３号炉系煙突 

臭気指数・臭気排出強
度 

アンモニア 

硫化水素 

硫化メチル 

二硫化メチル 

メチルメルカプ
タン 

トリメチルアミ
ン 

臭気 

特
定
悪
臭
物
質 

アセトアルデヒ
ド 

＜実験前（通常稼動時）
＞ 
平成 22 年 11 月 15 日

（月） 
11 月 17 日（水）
11 月 19 日（金）
 

＜実験期間中＞ 
平成 22 年 12 月  6 日

（月） 
12 月 10 日（金）
12 月 15 日（水）

＜実験前＞ 
１号炉系煙突 
３号炉系煙突 

 

＜実験期間中
＞ 
２号炉系煙突 
３号炉系煙突 
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2． 調査結果 

（1）大気汚染物質 

白煙排出実験期間中の排出ガス中の大気汚染物質濃度の測定結果は、図-2～7 に示すとおりである。

すべての項目で平成 19～22 年度の通常稼動時の濃度とほぼ同程度であり、協定基準値等（ダイオキ

シン類は自主規制値、一酸化炭素は管理値）及び法定基準値を大きく下回った。 

なお、各項目の調査結果の詳細は、以下に示すとおりである。 

 

① 硫黄酸化物 

白煙排出実験期間中の硫黄酸化物濃度（酸素 12％換算値）の測定結果は、図-2 に示すとおりであ

る。2 号炉系煙突及び 3 号炉系煙突ともにすべて定量下限値未満で、平成 19～22 年度の通常稼動時と

同程度の結果であり、協定基準値（30ppm）及び法定基準値を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 硫黄酸化物濃度（酸素 12％換算値）の測定結果 

 

2号炉系煙突　硫黄酸化物濃度(酸素12％換算値）
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3号炉系煙突　硫黄酸化物濃度(酸素12％換算値）
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② ばいじん 

白煙排出実験期間中のばいじん濃度（酸素 12％換算値）の測定結果は、図-3 に示すとおりである。

2 号炉系煙突で 0.002g/m3(N)、3 号炉系煙突で 0.002～0.005g/m3(N)で、平成 19～22 年度の通常稼動時

とほぼ同程度の結果であり、協定基準値（0.03g/m3(N)）及び法定基準値（0.15g/m3(N)）を大きく下回

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 ばいじん濃度（酸素 12％換算値）の測定結果 
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③ 窒素酸化物 

白煙排出実験期間中の窒素酸化物濃度（酸素 12％換算値）の測定結果は、図-4 に示すとおりであ

る。2 号炉系煙突で 84～90ppm、3 号炉系煙突で 74～83ppm で、平成 19～22 年度の通常稼動時とほぼ

同程度の結果であり、協定基準値（150ppm）及び法定基準値（250ppm）を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 窒素酸化物濃度（酸素 12％換算値）の測定結果 
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④ 塩化水素 

白煙排出実験期間中の塩化水素濃度（酸素 12％換算値）の測定結果は、図-5 に示すとおりである。

2 号炉系煙突で 0.9～7.1ppm、3 号炉系煙突で 0.9～1.1ppm で、平成 19～22 年度の通常稼動時とほぼ

同程度の結果であり、協定基準値（25ppm）及び法定基準値（430ppm）を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 塩化水素濃度（酸素 12％換算値）の測定結果 
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⑤ ダイオキシン類 

白煙排出実験期間中のダイオキシン類の測定結果は、図-6 に示すとおりである。2 号炉系煙突で

0.032～0.059ng-TEQ/m3(N)、3 号炉系煙突で 0.014～0.023ng-TEQ/m3(N)で、平成 19～22 年度の通常稼

動時とほぼ同程度であり、自主規制値（1ng-TEQ/m3(N)）及び法定基準値（5ng-TEQ/m3(N)）を大き

く下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 ダイオキシン類濃度の測定結果 
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⑥ 一酸化炭素 

白煙排出実験期間中の一酸化炭素濃度（酸素 12％換算値）の測定結果は、図-7 に示すとおりであ

る。2 号炉系煙突で 6～10ppm、3 号炉系煙突で 5～15ppm で、平成 19～22 年度の通常稼動時とほぼ同

程度の結果であり、管理値（100ppm）を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 一酸化炭素濃度（酸素 12％換算値）の測定結果 
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2号炉系煙突　臭気指数

3434
31 3230
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3号炉系煙突　臭気指数
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（2）臭気 

白煙排出実験期間中の排出ガスの臭気の測定結果は、図-8～9 及び表-2 に示すとおりである。規制

基準のある臭気指数・臭気排出強度は、すべて実験前の通常稼動時とほぼ同程度であり、規制基準値

を大きく下回った。また、特定悪臭物資（7 物質）の濃度も実験前の通常稼動時とほぼ同程度であっ

た。 

なお、各項目の調査結果の詳細は、以下に示すとおりである。 

 

① 臭気指数・臭気排出強度 

白煙排出実験期間中の臭気指数の測定結果は、図-8 及び表-2 に示すとおりである。2 号炉系煙突で

30～32、3 号炉系煙突で 32～34 で、実験前の通常稼動時とほぼ同程度の結果であった。また、規制基

準値（参考値）も大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）クリーンセンターの煙突排出ガスに係る臭気指数規制は臭気排出強度で評価するが、参考に、臭
気排出強度の規制基準値を臭気指数に換算した値を示した。なお、規制基準値は、排出ガス量に
よって変動する。 

 

図-8 臭気指数の測定結果 
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白煙排出実験期間中の臭気排出強度は、図-9及び表-2に示すとおりである。2号炉系煙突で 3.2×105

～5.8×105m3(N)/min、3 号炉系煙突で 5.5×105～8.6×105 m3(N)/min で、実験前の通常稼動時とほぼ同

程度の結果であり、規制基準値を大きく下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）臭気排出強度の規制基準値は、排出ガス量によって変動する。 

 

図-9 臭気排出強度の測定結果 

 

 

 

② 特定悪臭物質（7 物質：アンモニア、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、メチルメルカプタン、トリメチルアミン、アセト

アルデヒド） 

白煙排出実験期間中の特定悪臭物質（7 物質）の測定結果は、表-2 に示すとおり、すべての項目で

定量下限値または定量下限値未満であり、実験前の通常稼動時とほぼ同程度の結果であった。 

 

3号炉系煙突　臭気排出強度
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表-2 臭気の測定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：臭気指数とは、複合的な臭いの程度を表す指標で、人の嗅覚を用いて悪臭の程度を評価する「臭気指数規制」で用いる。採取したガスや水を無臭の空気（水）で希釈して嗅

覚検査に合格した人 6 名が臭いを嗅ぎ、臭いのしなくなったときの希釈倍率（臭気濃度）の対数を 10 倍して求める。 

＊2：クリーンセンターの煙突排出ガスに係る臭気指数規制は臭気排出強度で評価するが、参考に、臭気排出強度の規制基準値を臭気指数に換算した値を示した。なお、規制基準

値は排出ガス量によって変わるため、各測定結果の下段に示した。 

臭気排出強度の臭気指数への換算式は、以下のとおりである。 

       臭気指数＝10×log10（臭気排出強度／乾き排出ガス流量） 

＊3：臭気排出強度とは、臭気の総排出量で、臭気濃度に乾き排出ガス流量を乗じて求める。臭気指数規制において、臭気の排出口の実高さが 15m 以上の場合、臭気排出強度を用

いて評価する。 

＊4：臭気排出強度の規制基準値は排出ガス量によって変わるため、各測定結果の下段に示した。 

 

 

 

1
0
 

1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目 1回目 2回目 3回目

12月6日 12月10日 12月15日 12月6日 12月10日 12月15日 11月15日 11月17日 11月19日 11月15日 11月17日 11月19日

臭気指数＊1 - 32 30 32 32 32 34 31 34 34 31 30 35 30 ～ 35

　規制基準値(参考）
＊2 - 45 45 46 45 45 45 46 46 46 46 46 46

臭気排出強度
＊3

m
3
(N)/min 5.5×10

5
3.2×10

5
5.8×10

5
6.0×10

5
5.5×10

5
8.6×10

5
5.3×10

5
1.0×10

6
1.1×10

6
6.1×10

5
4.6×10

5
1.4×10

6
4.6×10

5 ～ 1.4×10
6

　規制基準値
＊4

m
3
(N)/min 1.2×10

7
1.1×10

7
1.3×10

7
1.2×10

7
1.2×10

7
1.1×10

7
1.6×10

7
1.6×10

7
1.8×10

7
1.8×10

7
1.7×10

7
1.6×10

7

アンモニア ppm <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

硫化水素 ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

硫化メチル ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

二硫化メチル ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

メチルメルカプタン ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

トリメチルアミン ppm <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アセトアルデヒド ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

<0.001

<1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

最小 最大～

実験前(通常稼動時）　　　　　　期間・対象炉・月日

　項目・単位

３号炉系煙突

実験期間中

２号炉系煙突 ３号炉系煙突 １号炉系煙突
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参考資料 分析方法について 

 

1．分析方法 

 本調査の排出ガス中の大気汚染物質濃度及び臭気の分析は、東京都に計量証明事業所として登録して

いる業者に委託した。分析は、環境計量士の資格を持った者の監理のもと委託先職員が行い、結果は濃

度計量証明書または臭覚測定試験結果報告書として報告されている。この濃度計量証明書等の分析結果

を今回の報告書にまとめている。 

 各項目の分析方法は、資料表-1 に示すとおりである。 

 

資料表-1 分析方法 

調査項目 分析方法（計量方法） 分析機器 

硫黄酸化物（SOx） 

大気排出口測定分析 
昭和 46 年厚生省・通産省令第 1 号 別表第 1（JIS 

K 0103） 

過酸化水素溶液吸収 イオンクロマトグラフ法

イオンクロマトグラフ 

ばいじん 

大気排出口測定分析 
昭和 46 年厚生省・通産省令第 1 号 別表第 2（JIS 

Z 8808） 

円形ろ紙採取 重量法 

天秤 

窒素酸化物（NOx） 

大気排出口測定分析 
昭和 46 年厚生省・通産省令第 1 号 別表第 3 の 2

（JIS K 0104） 

化学発光方式連続分析法 

－ 

塩化水素（HCl） 
大気排出口測定分析 

JIS K 0107 7.1 
精製水吸収 イオンクロマトグラフ法 

イオンクロマトグラフ 

一酸化炭素（CO） 
大気排出口測定分析 

JIS K 0098 

非分散型赤外線方式自動計測器による測定 

－ 

大
気
汚
染
物
質 

ダ イ オ キ シ ン 類
（DXN） 

大気排出口測定分析 
JIS K 0311(2008) 

排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

ガスクロマトグラフ質量分析法 

高分解能ガスクロマト
グラフ質量分析計 

臭気指数・臭気排出強
度 

平成 7年環境庁告示第 63号 臭気指数及び臭気排

出強度の算定方法（排出口試料の方法） 
－ 

アンモニア 
臭気物質測定 

昭和 47 年環境庁告示第 9 号 別表第 1 

ホウ酸溶液吸収 インドフェノール青吸光光度法

吸光光度計 

硫化水素 
硫化メチル 
二硫化メチル 
メチルメルカプ
タン 

臭気物質測定 
昭和 47 年環境庁告示第 9 号 別表第 2 

ガスクロマトグラフ（FPD）法 

ガスクロマトグラフ
（FPD） 

トリメチルアミ
ン 

臭気物質測定 
昭和 47 年環境庁告示第 9 号 別表第 3 

硫酸溶液吸収 ガスクロマトグラフ（FID）法 

ガスクロマトグラフ
（FID） 

臭 
 

気 

特
定
悪
臭
物
質 

アセトアルデヒ
ド 

臭気物質測定 
昭和 47 年環境庁告示第 9 号 別表第 4 

ガスクロマトグラフ（FTD）法 

ガスクロマトグラフ
（FTD） 
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2．試料採取から分析までの流れ 

煙突の排出ガスを採取し、採取した排出ガス（試料）を試料の損失、破損、他からのコンタミネーシ

ョンの無いよう密閉した状態で分析室まで運搬し、分析室で資料表-1 に示した分析機器を用いて分析し

た（資料図-1 参照）。 

臭気指数･臭気排出強度については、採取した排出ガス（試料）を密閉・遮光した状態で分析室まで

運搬し、分析室で、臭気判定士（オペレータ）の指示のもと 6 人のパネラ（被験者）が、無臭空気を入

れた 3 個の臭い袋（そのうち一つに試料を入れる）の臭いを嗅ぎ、「臭う」「臭わない」の判定をする方

法で分析した（資料図-2 参照）。 

なお、分析精度を確保するため、委託会社の ISO9001 で規定されている数値管理手法に則り工程内チ

ェック、最終チェックを経て結果の検証を行った。検体受領から最終検査までの工程を資料図-3 に示す。 

異常値（過去値からの逸脱した値、他項目から不整合が生じている値等）、基準値超過値等について

は予備試料から再度確認分析を行い、分析結果を多角的に検証し、最終結果として報告している。 

窒素酸化物と一酸化炭素については、現地で連続測定を行った。 

 

試料採取  煙突から排出ガスを採取 

  

 

 

 

 

 

 

 

密閉した状態で試料を分析室へ運搬 

 

 

 

分析室で分析機器を用いて分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料図-1 試料採取から分析までの流れ（臭気指数･臭気排出強度以外の項目） 

イオンクロマトグラフ 高分解能ガスクロマトグラフ質量
分析計 

ガスクロマトグラフ（FPD）
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試料採取  煙突から排出ガスを採取 

  

 

 

 

 

 

 

 

密閉・遮光した状態で試料を分析室へ運搬 

 

 

 

分析室で人の臭覚を用いて分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料図-2 試料採取から分析までの流れ（臭気指数･臭気排出強度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料図-3 検体受領から最終検査までの分析工程 

検体受領 入庫担当者

仕様確認 分析ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ,
環境計量士

分析 分析担当

工程内検査 分析者以外の技術者

ﾘｰﾀﾞｰ検査 分析ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

最終検査
計量管理者：環境計量士

（計量証明書記載事項全般）

無臭空気のみの袋と、無臭空気と試料
の 入 っ た 袋 （ 希 釈 倍 率 ： 300 ・ 1000 ・
3000）を用意 

6 人のパネラが袋の中の空気の臭い
を嗅いで判定 
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濃度計量証明書の事例
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